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設楽ダム建設事業の検証に係る検討の経緯

1

（河川法第16条の2（河川整備計画）等に準じて行う。）

（H25.3.20、H25.3.15/17)



第12回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議「参考資料４」の抜粋

検証に係る検討の進め方について
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事業評価監視委員会における意見聴取の目的

3

設楽ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた「中間とりまとめ」
を踏まえて、国土交通省大臣から中部地方整備局長に対してダム事業の検証に係る検討を行うよう指示されると
ともに、検討の手順や手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目（以下、「実施要領
細目」という。）」が通知され、これらに基づき、予断を持たずに検討を行っています。

「実施要領細目」の3.1.（３）対応方針（案）等の決定では、「第４に定める検討を行った後、検討主体
は、検証の対象となるダム事業の対応方針（事業の継続の方針（必要に応じて事業手法、施設規模等内容
の見直し及び配慮すべき事項を含む。）又は中止の方針(中止に伴う事後措置を含む。）をいう。以下同
じ。）の原案を作成し、事業評価監視委員会の意見を聴き、対応方針（案）（補助ダムにおいては「対応
方針」）を決定する。」としています。

これに基づき、設楽ダム建設事業の対応方針（原案）に対する、事業評価監視委員会の意見を聴き、対
応方針（案）を決定していきます。


